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１【ファンドの運用状況】

ＭＳスター ファンズ（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は次のとおりです。

ファンドは、2021年10月25日に運用を開始しました。

（1）【投資状況】

①　資産別および国別の投資状況

（2025年10月末現在）

資産の種類 国
時価合計

（米ドル）

投資比率

（％）

ヘッジファンド（外国投資法人等） ケイマン諸島 30,937,728 96.15

投資有価証券合計 30,937,728 96.15

現金およびその他資産（負債控除後） 1,238,978 3.85

合　　計（純資産総額）
32,176,706

(4,958百万円)
100.00

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。

（注２）アメリカ合衆国ドル（「米ドル」）の円貨換算は、便宜上、2025年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対

顧客電信直物売買相場の仲値（１米ドル＝154.10円）によります。以下同じです。

（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合

があります。また、円貨への換算は、それに対応する数値につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場

合四捨五入してあります。従って、本書中においては、同じ情報につき異なる円貨表示がなされている場合

があります。

②　投資資産

（イ）投資有価証券の主要銘柄

投資有価証券全銘柄

（2025年10月末現在）

順

位
銘柄名 国 業種 数量

取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資比率

(％)金額 単価 金額 単価

1
KL Special Opportunities Fund

Ltd USD Class A

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
7,922.50 2,289,317.84 288.96 2,962,825.40 373.98 9.21

2 Acasta Global Fund - Class D
ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
13,945.24 2,000,000.00 143.42 2,679,870.57 192.17 8.33

3
Kings Court Capital Offshore

Fund - Series D Jun 24

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
1,847.17 2,166,412.55 1,172.83 2,259,416.00 1,223.18 7.02

4 Maverick Fund Ltd.
ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
2,000.00 2,000,000.00 1,000.00 2,112,502.46 1,056.25 6.57

5
Trium Larissa Global Macro

Fund Limited - Class F

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
5,157.43 1,602,017.55 310.62 1,981,035.67 384.11 6.16

6
Serenitas Credit Gamma

Offshore Fund Ltd Series A1

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
1,118.22 1,477,131.07 1,320.97 1,805,071.94 1,614.24 5.61

7
Boldhaven fund Class A UR USD

Series 11/21

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
1,190.68 1,190,681.68 1,000.00 1,734,328.23 1,456.58 5.39

8
Glazer Enhanced Offshore Fund,

Ltd.- USD - 01Jun25

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
407.11 1,500,000.00 3,684.52 1,569,607.10 3,855.50 4.88

9
Riposte Global Opportunity

Fund, Ltd. - A - 2025-0

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
1,500.00 1,500,000.00 1,000.00 1,525,618.13 1,017.08 4.74

10
Millstreet Credit Offshore

Fund Ltd. Class A 11/21

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
1,027.83 1,027,829.00 1,000.00 1,508,982.33 1,468.13 4.69
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11
Cooper Creek Partners Ltd.

Class A - July 2021

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
988.61 1,760,784.69 1,781.08 1,480,975.22 1,498.04 4.60

12
Quantica Managed Futures Fund

Inc.- Class A1 USD

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
7,106.08 1,043,734.60 146.88 1,286,889.29 181.10 4.00

13
Boldhaven fund Class A UR USD

Series 02/25

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
1,000.00 1,000,000.00 1,000.00 1,138,366.38 1,138.37 3.54

14
Northlight EuropeanFundamental

CF Class A APR 25

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
1,000.00 1,000,000.00 1,000.00 1,061,216.10 1,061.22 3.30

15
EDL Global Opportunities Fund

Ltd. Class C NR/59

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
716.99 712,192.33 993.30 1,039,947.63 1,450.43 3.23

16
Kings Court Capital Offshore

Fund - Series D Apr 25

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
1,000.00 1,000,000.00 1,000.00 1,010,099.00 1,010.10 3.14

17
Northlight EuropeanFundamental

CF Class A Dec 09

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
368.30 842,536.74 2,287.66 971,646.19 2,638.22 3.02

18
EDL Global Opportunities Fund

Ltd. Class C 000105

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
1,000.00 1,000,000.00 1,000.00 961,439.35 961.44 2.99

19
Millstreet Credit Offshore

Fund Ltd. Class A 03/23

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
500.00 500,000.00 1,000.00 660,026.00 1,320.05 2.05

20
EDL Global Opportunities Fund

Ltd. Class C NR/86

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
500.00 500,000.00 1,000.00 598,262.59 1,196.53 1.86

21
Atlas Enhanced Fund, Ltd. -

Class 10-C-1 - Series

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
235.29 235,208.81 999.64 324,635.81 1,379.71 1.01

22
EDL Global Opportunities Fund

Ltd. Class S1 NR/2

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
189.34 174,753.57 922.97 145,286.37 767.34 0.45

23
Atlas Enhanced Fund, Ltd. -

Class 10-C-1 - S-1

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
93.67 98,764.09 1,054.34 88,548.27 945.28 0.28

24
Atlas Enhanced Fund, Ltd. -

Class 10-C-1*Class S-2

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
16.09 17,603.57 1,094.28 31,132.21 1,935.25 0.10

（ロ）　投資不動産物件

該当なし

（ハ）　その他投資資産の主要なもの

該当なし

（2）【運用実績】

①【純資産の推移】

2025年10月末日前１年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

純資産総額 １口当たり純資産価格

米ドル 千円 米ドル 円

2024年11月末 25,684,821 3,958,031 1.1001 170

12月末 25,886,266 3,989,074 1.1087 171

2025年１月末 25,510,381 3,931,150 1.1165 172

２月末 26,198,317 4,037,161 1.1246 173

　　　　　 ３月末 26,550,059 4,091,364 1.1310 174

４月末 26,550,868 4,091,489 1.1375 175

５月末 27,588,988 4,251,463 1.1350 175

６月末 28,985,267 4,466,630 1.1399 176
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７月末 29,574,101 4,557,369 1.1377 175

８月末 30,816,830 4,748,874 1.1468 177

９月末 31,815,014 4,902,694 1.1576 178

10月末 32,176,706 4,958,430 1.1634 179

（注１）上記の各月末の純資産総額および１口当たり純資産価格は、各評価日に、英文目論見書に従って管理事務代行会社

によって計算された数値です。上記の2025年３月末の数値は、IFRSに従って作成された第３期の監査済年次財務書

類に記載されている2025年３月31日現在の数値（純資産総額26,492,279米ドル、１口当たり純資産価格1.1286米ド

ル）と異なります。英文目論見書に従って決定された純資産総額および１口当たり純資産価格と、IFRSに従って決

定された純資産総額および１口当たり純資産価格との間の調整は、当該第３期監査済財務書類の注記13に記載され

ています。

（注２）１口当たり純資産価格は、小数点第７位まで計算され、小数点第５位以下を切り捨てとしています。以下、同じで

す。

＜参考情報＞

②【分配の推移】

該当なし

③【収益率の推移】

2025年10月末日前１年間について、収益率は以下のとおりです。

2024年10月末現在

１口当たり純資産価格

（米ドル）

2025年10月末現在

１口当たり純資産価格

（米ドル）

収益率
(注)

（％）

1.0926 1.1634 ＋6.48

（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ

ａ＝  2025年10月末現在の１口当たり純資産価格（2025年10月末日までの分配金の合計額を加えた額）

ｂ＝  2024年10月末現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）

＜参考情報＞
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（3）【投資リスク】

２【販売及び買戻しの実績】

2025年10月末日前１年間について、受益証券の販売および買戻しの実績ならびに同日現在の発行済口数は

以下のとおりです。
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期首発行済口数 販売口数 買戻口数 期末発行済口数

2024年11月１日～

2025年10月31日

　23,347,552

(22,860,422)

5,482,389

(4,329,094)

1,174,819

(1,174,819)

27,655,122

(26,014,697)

(注)（　）の数字は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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３【ファンドの経理状況】

①　以下に掲げるファンドの中間財務書類は、英文目論見書に従い管理会社によって作成された原文の中

間財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第５項ただし書の規定によるもの

です。

②　ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の

３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。

③　ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金

額について円換算額を併記しております。円換算は、便宜上、2025年10月31日現在における株式会社

三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル=154.10円）により行っております。なお、千円

未満の金額は四捨五入しております。

（1）【資産及び負債の状況】

ＭＳスター ファンズ

貸借対照表

2025年９月30日現在

（無監査）

米ドル 千円  

資  　産  

投資の取得原価－ヘッジファンドへの投資 24,874,351 3,833,137  

ヘッジファンドへの投資の評価益 4,161,767 641,328  

投資前渡金 2,000,000 308,200  

銀行口座 531,207 81,859  

前払設立報酬 39,548 6,094  

マネーロンダリング報告オフィサーに対する

前払報酬
1,000 154

 

その他前払金 6,039 931  

その他未収金 578,150 89,093  

資産合計 32,192,062 4,960,797  

 

負　　債  

前受申込代金 200,000 30,820  

未払運用報酬 84,649 13,044  

未払成功報酬 53,534 8,250  

未払その他専門家サービス報酬 27,705 4,269  

未払監査報酬 7,911 1,219  
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未払CRSサービス費用 1,500 231  

未払財務書類作成報酬 1,250 193  

未払投資者取引報酬 350 54  

未払投資者サービス報酬 150 23  

負債合計 377,048 58,103  

 

純資産総額 31,815,014 4,902,694  

ＭＳスター ファンズ

損益計算書

2025年４月１日から2025年９月30日までの期間

（無監査）

米ドル 千円

実現利益／(損失)

　ヘッジファンド投資に係る実現利益／損失－長期 133,115 20,513

ヘッジファンド投資に係る実現損失 *(0) (0)

実現外国為替差損（スポット取引） (246) (38)

132,869 20,475

未実現利益／(損失)

決済済ヘッジファンド投資に係る未実現利益 860,868 132,660

外国為替差損－貸借対照表 (1,183) (182)

859,685 132,477

その他利益／(損失)

　端数処理による損失 *(0) (0)

*(0) (0)

利息収入

銀行利息収入 17,942 2,765

　定期預金利息 1,914 295

　その他受取利息 95 15

19,951 3,074

その他費用

　設立費用 (17,406) (2,682)

管理事務代行報酬 (13,800) (2,127)

　専門家報酬 (12,956) (1,997)

　その他専門家サービス費用 (12,904) (1,989)

　監査報酬 (10,302) (1,588)
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　銀行手数料 (2,232) (344)

　マネーロンダリング報告オフィサーに対する報酬 (2,000) (308)

財務書類作成費用 (1,250) (193)

　CRSサービス費用 (1,000) (154)

　登録・名義書換代行報酬 (1,000) (154)

　投資者サービス報酬 (450) (69)

(75,300) (11,604)

投資運用費用

　成功報酬 (77,149) (11,889)

運用報酬 (160,938) (24,801)

(238,087) (36,689)

当期純利益 699,119 107,734

* 金額は(0.02)米ドルである。

（2）【投資有価証券明細表等】

ＭＳスター ファンズ

投資有価証券明細表

2025年９月30日現在

（無監査）

銘　　柄　　名 国 業種 通貨 数　量

時　　価 純資産

に対する

比率

（％）

単価

（米ドル）

金額

（米ドル）

1
KL Special Opportunities Fund Ltd

USD Class A

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 7,922.50 367.98 2,915,350.38 9.16

2 Acasta Global Fund - Class D
ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 13,945.24 190.57 2,657,514.74 8.35

3
Kings Court Capital Offshore Fund

- Series D Jun 24

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 1,847.17 1,200.11 2,216,818.00 6.97

4
Trium Larissa Global Macro Fund

Limited - Class F

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 5,157.43 378.96 1,954,455.76 6.14

5
Serenitas Credit Gamma Offshore

Fund Ltd Series A1

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 1,118.22 1,601.82 1,791,186.67 5.63

6
Boldhaven fund Class A UR USD

Series 11/21

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 1,190.68 1,461.25 1,739,886.23 5.47

7
Cooper Creek Partners Ltd.

Class A - July 2021

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 988.61 1,595.60 1,577,421.40 4.96

8
Glazer Enhanced Offshore Fund,

Ltd.- USD － 01 Jun 25

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 407.11 3,816.75 1,553,831.13 4.88
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9
Riposte Global Opportunity Fund,

Ltd. - A - 2025-0

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 1,500.00 1,003.95 1,505,918.37 4.73

10
Millstreet Credit Offshore Fund

Ltd. Class A 11/21

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 1,027.83 1,459.82 1,500,441.96 4.72

11
Quantica Managed Futures Fund Inc.

- Class A1 USD

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 7,106.08 175.80 1,249,253.36 3.93

12
Boldhaven fund Class A UR

USD Series 02/25

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 1,000.00 1,142.01 1,142,008.37 3.59

13
EDL Global Opportunities Fund Ltd.

Class C NR/59

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 716.99 1,485.83 1,065,333.41 3.35

14
Northlight EuropeanFundamental CF

Class A APR 25

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 1,000.00 1,055.43 1,055,433.40 3.32

15
EDL Global Opportunities Fund Ltd.

Class C 000105

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 1,000.00 990.05 990,053.60 3.11

16
Kings Court Capital Offshore Fund

- Series D Apr 25

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 1,000.00 989.00 989,002.00 3.11

17
Northlight EuropeanFundamental CF

Class A Dec 09

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 368.30 2,623.83 966,346.60 3.04

18
Millstreet Credit Offshore Fund

Ltd. Class A 03/23

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 500.00 1,312.58 656,291.00 2.06

19
Atlas Enhanced Fund, Ltd.

- Class 10-C-1 - Series

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 470.87 1,344.66 633,155.12 1.99

20
EDL Global Opportunities Fund Ltd.

Class C NR/86

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 500.00 1,226.07 613,037.18 1.93

21
EDL Global Opportunities Fund Ltd.

Class S1 NR/2

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 189.34 772.42 146,247.82 0.46

22
Atlas Enhanced Fund, Ltd.

- Class 10-C-1 - S-1

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 93.56 948.41 88,730.48 0.28

23
Atlas Enhanced Fund, Ltd.

- Class 10-C-1*Class S-2

ケイマン

諸島

ヘッジ

ファンド
米ドル 16.06 1,767.92 28,400.86 0.09
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４【管理会社の概況】

（1）【資本金の額】

2025年10月末現在、資本金の額は、1,000,000シンガポール・ドル（約119百万円）であり、無額面の全

額払込済普通株式1,000,000株で構成されます。

（注）シンガポール・ドルの円貨換算は、便宜上、2025年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１

シンガポール・ドル＝118.57円）によります。

（2）【事業の内容及び営業の状況】

管理会社は、2019年６月４日にシンガポールで設立された非公開有限責任会社です。

管理会社は、シンガポールにおいて投資信託等の運用業務を行うための資本市場業務免許を保有してお

り（免許番号CMS101272）、シンガポールの証券先物法に基づき、シンガポール金融庁（MAS）によって規

制されます。

管理会社は、信託証書の締結当事者として、信託証書の規定に従い、受託会社を代理して受益証券を発

行する権限ならびに受益証券に関して一定の決定（特に、新規クラスの指定および条件の決定ならびに特

定投資対象に関する決定）を行う権限を付与されています。

信託証書の規定に従い、管理会社は、信託証書に基づくその権限および義務の適正な履行において、ま

たはファンドに関してまたはファンドに何らかの方法で関連して、管理会社が負担したまたは管理会社に

主張されたすべての責任、債務、損失、請求、主張、手続き、要求、罰金、申立て、判決、訴訟、経費ま

たは費用に関して、免責され、ファンドの資産から補償される一定の権利を有します。ただし、これらが

管理会社の側の故意の詐欺行為、重過失または故意の不履行に起因する場合を除きます。

信託証書の規定に従い、管理会社は、信託証書に基づき付与された権利、特権、権限、義務、信託およ

び裁量権の全部もしくは一部を委任することができますが、受託会社は当該受任者を監督する義務を負わ

ず、また、当該受任者の作為または不作為を理由に発生した損失について、受託会社は責任を負いませ

ん。ただし、当該損失が受託会社の不正行為、故意の不履行または重大な過失の結果として生じた場合は

この限りではありません。

2025年９月末現在、管理会社が管理する投資信託等は、当ファンドを含むケイマン籍契約型投資信託５

本、シンガポール籍クローズド・エンド型リミテッド・パートナーシップ１本です。これらの純資産額の

合計額は、97,189,459米ドル（約14,977百万円）です。

（3）【その他】

本書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を及ぼした事

実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

EDINET提出書類

三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)

半期報告書（外国投資信託受益証券）

12/75



５【管理会社の経理の概況】

ａ．以下に掲げる管理会社の直近２会計年度の日本文の財務書類は、シンガポールの財務報告基準に

準拠して作成された原文（英語）の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容

等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

第328条第５項ただし書の規定の適用によるものです。

ｂ．管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の

３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けており、別紙のとおり監査報告

書を受領しています。

ｃ．管理会社の原文の財務書類はシンガポール・ドルで表示されています。日本文の財務書類には、

円貨換算額を併記しております。日本円による金額は、2025年10月31日現在における株式会社三

菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１シンガポール・ドル＝118.57円）で換算しておりま

す。なお、千円未満の金額は四捨五入しております。

（１）【資産及び負債の状況】

三田キャピタル・プライベート・リミテッド

（シンガポール共和国で設立）

貸借対照表

2025年３月31日現在

注記 2025年 2024年

シンガポール

・ドル

千円 シンガポール

・ドル

千円

資　産

非流動資産

固定資産 8 109,306 12,960 191,284 22,681

使用権資産 9 　　－ 　　－ 62,454 7,405

預金 － 　　－ 5,021 595

109,306 12,960 258,759 30,681

流動資産

売掛金およびその他債権 10 8,152 967 101,916 12,084

契約資産 4 467,614 55,445 417,085 49,454

金融リース債権 11 － － 51,945 6,159

関係会社に対する債権 12 3,333 395 － 　　－

現金および短期預金 13 393,743 46,686 366,832 43,495

872,842 103,493 937,778 111,192

資産合計 982,148 116,453 1,196,537 141,873
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負債および株主資本

非流動負債

契約負債 4 161,393 19,136 245,514 29,111

原状回復費用引当金 － － 43,660 5,177

161,393 19,136 289,174 34,287

流動負債

その他債務 14 119,229 14,137 170,823 20,254

契約負債 4 84,123 9,974 84,123 9,974

リース負債 15 － － 62,719 7,437

203,352 24,111 317,665 37,666

負債合計 364,745 43,248 606,839 71,953

株主資本および準備金

株式資本 16 1,000,000 118,570 1,000,000 118,570

累積損失 (382,597) (45,365) (410,302) (48,650)

617,403 73,205 589,698 69,920

負債および株主資本合計 982,148 116,453 1,196,537 141,873

添付の注記は本財務書類と不可分である。

（２）【損益の状況】

三田キャピタル・プライベート・リミテッド

（シンガポール共和国で設立）

損益およびその他包括利益計算書

2025年３月31日に終了した年度

注記 2025年 2024年

シンガポール

・ドル

千円 シンガポール

・ドル

千円

売上高 4 1,309,774 155,300 1,591,737 188,732

その他収益 5 28,746 3,408 11,602 1,376

一般管理費 (1,309,355) (155,250) (1,784,417) (211,578)

財務費用 (1,460) (173) (9,771) (1,159)

税引前利益／(損失) 6 27,705 3,285 (190,849) (22,629)

法人税 7 － － 5,157 611
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当期利益／(損失)

（当期包括利益／(損失)を表示）

27,705 3,285 (185,692) (22,018)

添付の注記は本財務書類と不可分である。

三田キャピタル・プライベート・リミテッド

（シンガポール共和国で設立）

株主資本等変動計算書

2025年３月31日に終了した年度

株式資本 繰越損失 株主資本合計

シンガポール

・ドル

千円 シンガポール

・ドル

千円 シンガポール

・ドル

千円

2023年４月１日現在 1,000,000 118,570 (224,610) (26,632) 775,390 91,938

当期損失

（当期包括損失合計額を表示） － － (185,692) (22,018) (185,692) (22,018)

2024年３月31日現在 1,000,000 118,570 (410,302) (48,650) 589,698 69,920

当期利益

（当期包括利益合計額を表示） － － 27,705 3,285 27,705 3,285

2025年３月31日現在 1,000,000 118,570 (382,597) (45,365) 617,403 73,205

添付の注記は本財務書類と不可分である。

三田キャピタル・プライベート・リミテッド

（シンガポール共和国で設立）

キャッシュ・フロー計算書

2025年３月31日に終了した年度

注記 2025年 2024年

シンガポール

・ドル

千円 シンガポール

・ドル

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益／(損失) 27,705 3,285 (190,849) (22,629)

調整：
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固定資産の減価償却費 8 81,978 9,720 61,484 7,290

使用権資産の減価償却費 9 62,454 7,405 130,641 15,490

財務費用 1,460 173 9,771 1,159

リース終了による利益 5 (23,847) (2,828) － －

利息収益 5 (2,539) (301) (11,602) (1,376)

未実現為替差損 98 12 5,440 645

運転資金の変動額考慮前営業利益 147,309 17,466 4,885 579

運転資金の変動額：

預金 5,021 595 2,205 261

売掛金およびその他債権 93,380 11,072 13,209 1,566

契約資産 (50,529) (5,991) (238,460) (28,274)

その他債務 (51,594) (6,118) 49,182 5,832

契約負債 (84,121) (9,974) (84,123) (9,974)

営業活動から得られた／(に使用された)

キャッシュ・フロー 59,466 7,051 (253,102) (30,010)

法人税還付額 － － 5,157 611

営業活動から得られた／(に使用された)

正味現金 59,466 7,051 (247,945) (29,399)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の購入 8 － － (252,768) (29,971)

関係会社に対する債権 (3,333) (395) － －

サブリース料の受領 31,366 3,719 125,179 14,842

受取利息 633 75 11,602 1,376

投資活動から得られた／(に使用された)

正味現金 28,666 3,399 (115,987) (13,753)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済 15 (63,413) (7,519) (263,795) (31,278)

財務活動に使用された正味現金 (63,413) (7,519) (263,795) (31,278)

現金および現金同等物の

正味増加／(減少)額 24,719 2,931 (627,727) (74,430)

期首現金および現金同等物 263,594 31,254 898,537 106,540

保有現金に対する

為替レート変動の影響 (98) (12) (7,216) (856)

期末現金および現金同等物 13 288,215 34,174 263,594 31,254

添付の注記は本財務書類と不可分である。

三田キャピタル・プライベート・リミテッド

（シンガポール共和国において設立）

財務書類に対する注記

2025年３月31日に終了した会計年度
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以下の注記は、上記の財務書類と不可分であり、上記の財務諸表と共に読まれるべきである。

1．　会社情報

三田キャピタル・プライベート・リミテッド（以下「当社」という。）は、シンガポールで設立さ

れ、シンガポールの居住者であり、本店および登記上の事務所をシンガポール069534、セシル・ス

トリート105、ジ・オクタゴン #24-03に置いている。

直接および最終の持株会社は、日本で設立された非公開会社である三田証券株式会社である。

当社の主な事業活動は、ファンド運用業および経営コンサルタント業である。

2．　重要性のある会計方針に関する情報

2.1　作成の前提

当社の財務書類は、シンガポールの財務報告基準（以下「FRS」という。）に準拠して作成されてい

る。本財務書類は、以下の会計方針に別段の記載がある場合を除き、取得原価基準で作成されてい

る。

本財務書類は、当社の機能通貨であるシンガポール・ドルで表示されている。

本財務書類は、当社が継続企業として事業を継続していくとの前提に基づき作成されている。

2.2　新・改訂基準および新・改訂解釈指針の適用

適用されている会計方針は、前年度の会計方針と一致しているが、当会計年度において、当社は、

2024年４月１日以降開始する会計年度から強制適用となる当社に関連するすべての新基準および改

訂基準を適用している。これらの基準の適用が当社の財務成績または財政状態に及ぼす影響は重要

ではない。

2.3　発行済みであるが強制適用となっていない基準

発行済みであるが強制適用となっていない新基準および改訂基準については、本財務書類の作成に

おいて適用していない。

取締役会は、これらの新基準および改訂基準の適用が初度適用年度の財務書類に及ぼす影響は重要

でないと予想している。

2.4　外貨建取引および残高

外貨建取引は、当社の機能通貨で測定され、当初認識時において、取引日の実勢為替レートに近似

する為替レートで機能通貨に換算して計上される。外貨建の貨幣性資産および負債は、期末の実勢

為替レートで換算される。取得原価で測定される外貨建の非貨幣性項目は、当初取引日の為替レー

トを用いて換算される。公正価値で測定される外貨建の非貨幣性項目は、公正価値が測定された日

の為替レートを用いて換算される。
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貨幣性項目の決済時または期末における貨幣性項目の換算から生じた為替差損益は損益に認識す

る。

2.5　収益

収益は、約束された財もしくはサービスの顧客への移転と引き換えに当社が権利を得ることが見込

まれる対価に基づき測定される。ただし、第三者に代り回収した金額は除くものとする。

収益は、約束された財もしくはサービスを顧客に移転することにより当社が履行義務を充足する

時、すなわち顧客が当該財・サービスに対する支配を得た時、に認識する。履行義務は、一時点で

充足される場合と一定期間にわたり充足される場合とがある。認識する収益の金額は、充足された

履行義務に割当てられる金額である。

運用報酬および成功報酬

運用報酬および成功報酬は、投資期間にわたり認識される。

受取利息

受取利息は、実効金利法を用いて、時間比例基準により認識される。

2.6　従業員給付

確定拠出制度

当社は、確定拠出型年金制度である、シンガポールの中央積立基金（Central Provident Fund）に

拠出金を支払う。確定拠出型年金制度への拠出金は、関連するサービスが提供される期間に費用と

して認識される。

短期従業員給付

短期従業員給付債務は、割引前ベースで測定され、関連するサービスが提供される時点で費用計上

される。従業員の過去の勤務の結果として当社が履行すべき法的もしくは推定的な債務を現在有し

ており、その債務の金額の信頼できる見積もりが可能である場合、当社が支払うことが見込まれる

金額を負債として認識する。

2.7　法人税

    当期法人税

当年度および過年度の当期法人税資産・負債は、税務当局から還付される（または税務当局に支払

われる）ことが見込まれる金額で測定される。当該金額の算定には、期末現在制定されている（ま

たは実質的に制定されている）税率および税法が使用される。

当期法人税は損益に認識するが、損益以外で認識される項目に関連する税金は、その他の包括利益

または株主資本に直接認識する。経営陣は、適用される税法の解釈が不確実である状況に関して税

務申告上のポジションを定期的に評価し、必要に応じて引当金を計上する。
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繰延法人税

繰延法人税は、期末における資産および負債の税務上の帳簿価額と財務書類上の帳簿価額との一時

差異に対して、負債法を用いて認識される。

繰延法人税資産・債務は、期末までに制定されている（または実質的に制定されている）税率（お

よび税法）に基づき、繰延法人税資産の回収時または繰延法人税債務の決済時に適用されると予想

される税率に基づき測定される。

繰延法人税資産および繰延法人税債務は、現在の法人税資産と現在の法人税債務を相殺する法的強

制力のある権利が存在し、当該繰延税金が同一の納税主体および同一の税務当局に関連する場合に

相殺される。

2.8　リース

当社は、契約の開始日に、契約がリースであるか否か、または契約にリースが含まれているか否か

について評価する。すなわち、契約が、対価と引き換えに、一定の期間にわたり特定された資産の

使用を支配する権利を移転するものであるか否かを意味する。

借手である場合

当社は、短期リースおよび低額資産リースを除き、すべてのリースに対して単一認識・測定アプ

ローチを適用している。当社は、リース料支払いの義務を表すリース負債と、リース対象資産を使

用する権利を表す使用権資産を認識する。

(a)使用権資産

当社は、リースの開始日（すなわち、リース対象資産の使用が可能となる日）に使用権資産を

認識する。使用権資産は、取得原価から減価償却累計額と減損額を控除し、リース負債の再測

定について調整した額で測定される。使用権資産の取得原価には、認識したリース負債の額、

当初負担した直接的費用および開始日（または開始日前）に支払われたリース料から、受領し

たリース・インセンティブを控除した額が含まれる。使用権資産は、リース期間と当該資産の

見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたって定額法により減価償却を行う。

リース期間の終了時にリース資産の所有権が当社に移転する場合または当社が購入オプション

を行使することが使用権資産の取得原価に反映されている場合、使用権資産は、その見積耐用

年数にわたって減価償却を行う。

使用権資産には、減損が発生する場合がある。

（b）リース負債

当社は、リース開始日において、リース期間中に支払う予定のリース料の現在価値で測定され

たリース負債を認識する。リース料には、固定支払額（実質的な固定支払額を含む）からリー

ス・インセンティブ受領予定額を差し引いた額、指数または金利に依存する変動リース料、残

価保証に基づく支払予定額が含まれる。また、リース料には、当社が購入オプションを行使す

ることが合理的に確実な場合の行使価格、および当社がリース契約の終了オプションを行使し

たリース期間の場合には契約終了により支払われる違約金も含まれる。指数や金利に依存しな
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い変動リース料は、それらの支払いの事由となる事象や条件が発生した期間の費用として認識

される。

リース料の現在価値を計算する際、リースに内在する利率を容易に決定できないため、当社

は、リース開始日における追加借入利子率を使用する。開始日以降、リース負債の金額は、利

息の発生を反映して増加し、支払われたリース料の額分減少する。加えて、リース負債の帳簿

価額は、リース条件の変更、リース料の変更（例えば、リース料の決定に使用される指数もし

くは金利の変更により将来のリース料の支払額に変更が生じる場合）または対象資産の購入オ

プションを行使するか否かの評価に変化が生じた場合に再測定が行われる。

（c）短期リースおよび低額資産リース

当社は、当社の機械・設備の短期リース（すなわち、リース期間が開始日から12か月以内で、

購入オプションを含まないリース）に対して、短期リースの認識免除を適用している。また、

低額資産と見なされるオフィス機器（すなわち、5,000シンガポール・ドル未満）のリースに

対しても、低額資産リースの認識免除を適用している。短期リースおよび低額資産リースの

リース料は、リース期間にわたって定額法で費用として認識する。

貸手である場合

当社は、リース要素を含む契約の開始時または変更時に、各リース要素に対して、契約の対価をそ

の相対的な独立価格に基づいて配分する。

当社が中間的な貸手である場合、当社は、ヘッドリースとサブリースに対する当社の持分を別個に

会計処理する。当社は、サブリースのリース分類を、原資産を参照するのではなく、ヘッドリース

から生じる使用権資産を参照して評価する。ヘッドリースが、当社が上述の免除規定を適用した短

期リースである場合、当社は、該当するサブリースをオペレーティング・リースに分類する。

リース契約がリース要素と非リース要素を含んでいる場合、当社は、FRS第115号を適用して、契約

の対価を配分する。

当社は、正味のリース投資資産に対して、FRS第119号の認識の取消しおよび減損に関する要件を適

用する（注記９を参照）。当社は、リース投資資産のグロスの価額を計算する際に用いる非保証見

積残存価額の見直しを定期的に行う。

2.9　固定資産

固定資産の各項目は、当初、取得原価で計上される。当初認識後、固定資産は、取得原価から減価

償却累計額および減損損失累計額を控除して測定される。固定資産の取得原価には、購入価格と、

経営陣が意図する方法で当該資産を使用できるようにするために必要な準備に直接関連する費用が

含まれる。固定資産の取得または使用に解体、撤去または原状回復の義務が付随する場合、解体、

撤去または原状回復の費用は取得原価に含まれる。

固定資産の減価償却は、見積耐用年数にわたり、償却可能額を配分する定額法を用いて計算され

る。見積耐用年数は以下のとおりである。

耐用年数

リース物件改良費　　　　　　３年
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耐用年数、残存価額および減価償却方法は、各期末に見直され、必要な場合には将来に向けて修正

される。

固定資産の各項目は、処分された場合またはその使用もしくは処分から経済的便益が将来見込まれ

なくなる場合は除却される。資産の除却によって生じた損益は、除却が行われる年度の損益に含ま

れる。

2.10　非金融資産の減損

当社は、各期末に、資産に減損の兆候があるか否かを評価する。減損の兆候がある場合または資産

について年１回の減損テストが要求される場合、当社は、当該資産の回収可能価額を見積もる。

資産の回収可能価額は、資産または資金生成単位（CGU）の使用価値と売却コスト控除後の公正価

値のうちいずれか高い方の金額であり、当該資産が他の資産または資産グループから概ね独立した

キャッシュ・インフローを生まない場合以外は資産ごとに算定される。資産またはCGUの帳簿価額

が回収可能価額を超える場合、当該資産は減損しているとみなされ、その回収可能価額まで償却さ

れる。減損額は、損益に認識する。

過去に認識された減損損失の戻入れは、直近の減損損失の認識時以降に、当該資産の回収可能価額

の算定に用いられた見積りに変更があった場合に限り行われる。その場合、資産の帳簿価額は、回

収可能価額まで増額される。ただし、この増加額は、過去に減損損失が認識されなかったと仮定し

た場合に決定されたであろう帳簿価額（減価償却費控除後）を超えることはできない。

2.11　金融商品

(ⅰ)　金融資産

当初の認識および測定

金融資産は、当社が金融商品の契約条項の当事者となった時点で、かつその時に限り認識される。

当初認識時において、当社は、金融資産を公正価値で測定し、損益を通じた公正価値（FVPL）で評

価されない金融資産の場合には、その取得に直接関連する取引費用を加算する。FVPLで評価される

金融資産の取引費用は、損益に費用計上する。

売掛金は、当初認識時に重要な財務要素を含んでいない場合、約束された財もしくはサービスの顧

客への移転と引き換えに当社が権利を得ることが見込まれる対価に基づき測定される。ただし、第

三者に代り回収した金額は除くものとする。

当初認識後の測定

負債性金融商品

負債性金融商品の当初認識後の測定は、当該資産の管理に関する当社の事業モデルと、当該資産の

契約上のキャッシュ・フローの特性により異なる。負債性金融商品の分類の３つの区分は、償却原

価測定の金融商品、公正価値で測定され変動をその他の包括利益に計上する（FVTOCI）金融商品、
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および損益を通じた公正価値測定の金融商品である。当社の負債性金融商品は、償却原価測定の金

融商品のみである。

契約上のキャッシュ・フローの回収を目的として保有されており、当該キャッシュ・フローが元利

金のみで構成される金融資産は、償却原価で測定される。償却原価で測定される金融資産は、実効

金利法を適用して計算する償却原価から減損額を差し引いた額で測定される。当該資産の認識が中

止された場合または減損が発生した場合、および償却の過程を通じて、利益および損失が損益に認

識される。

認識の中止

金融資産は、当該資産からのキャッシュ・フローを受領する契約上の権利が消滅したときに認識を

中止する。金融資産全体の認識を中止した場合、帳簿価額と、受領した対価に負債性金融商品に関

してその他の包括利益で認識されていた損益の累積額を加えた額との差額が損益に認識される。

(ⅱ)　金融負債

当初の認識および測定

金融負債は、当社が金融商品の契約条項の当事者となった時点で、かつその時に限り認識される。

当社は、当初認識時に、金融負債の分類を決定する。

すべての金融負債は、当初、公正価値で認識する。ただし、損益を通じた公正価値で測定されない

金融負債については、直接帰属する取引費用を加算するものとする。

当初認識後の測定

当初認識後、損益を通じた公正価値で評価されない金融負債は、実効金利法を適用して償却原価で

測定される。金融負債の認識が中止された場合、および償却の過程を通じて、利益および損失が損

益に認識される。

認識の中止

金融負債は、当該負債の債務が免責、取消しまたは失効となったときに認識を中止する。認識の中

止時に、帳簿価額と支払った対価の差額を損益に認識する。

2.12　金融資産の減損

当社は、損益を通じた公正価値で保有しないすべての負債性金融商品および金融保証契約につい

て、予想信用損失（ECLs）に対する引当金を認識する。ECLsは、契約に基づき受領する権利を有す

る契約上のキャッシュ・フローと、当社が受領する見込みであるすべてのキャッシュ・フローとの

差額を、当初の実効金利に近似した利率で割引いて計算する。予想されるキャッシュ・フローに

は、保有する担保の売却によるキャッシュ・フローまたは契約条件と不可分であるその他の信用補

完も含むものとする。

ECLsは２段階で認識される。信用リスクが当初認識時から著しく増加していない信用エクスポー

ジャーについて、ECLsは、向こう12ヵ月以内に発生する可能性のある債務不履行事象に起因する信

用損失に対して引当金が計上される（12ヵ月ECLs）。信用リスクが当初認識時から著しく増加して
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いる信用エクスポージャーについて、損失引当金は、債務不履行の時期に関係なく、エクスポー

ジャーの残存期間について予想される信用損失に対して認識する（残存期間ECLs）。

売掛金および契約資産について、当社は簡便法を適用してECLsを計算する。したがって、当社は、

信用リスクの変動を追跡するのではなく、各期末に、残存期間ECLsに基づく損失引当金を認識す

る。当社は、過去の信用損失実績に基づき、かつ債務者の支払能力に影響を与える可能性のある債

務者固有の将来予測的要因と経済環境を反映して調整した引当金マトリックスを設定している。

当社は、契約上の支払の延滞日数が360日を超えている場合、金融資産はデフォルト状態にあると

判断する。ただし、当社は、一定の場合、当社が保有する信用補完を考慮する前に、社内外の情報

によって契約上の未返済額の全額を受け取る可能性が低いことが示唆される場合にも、金融資産は

デフォルト状態にあると見なす場合がある。金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収する

見込みが合理的にない場合、償却される。

2.13　現金および現金同等物

現金および現金同等物は、価値の変動リスクが極めて小さい銀行預金および手元現金から構成され

る。これらには、当社の現金管理に不可欠である銀行からの当座借越も含まれる。

2.14　引当金

当社が過去の事象の結果として法的債務または推定的債務を現在負っており、当該債務を決済する

ために経済的便益が具現化される資源の流出が必要となる可能性が高く、かつその金額が信頼性を

もって見積もられる場合、引当金が認識される。

引当金は、各期末時点で見直しが行われ、現在の最善の見積りを反映して調整される。当該債務を

決済するために資源の流出が必要となる見込みがなくなった場合、引当金は戻し入れられる。貨幣

の時間的価値の影響が重要である場合には、引当金は、必要に応じて当該債務の固有のリスクを反

映した現在の税引前利率を用いて割引かれる。割引が適用される場合、時間の経過による引当金の

増加は、財務費用として認識する。

2.15　株式資本

普通株式の発行収入は、株式資本として株主資本に認識する。普通株式の発行に直接関連する増分

費用は、株式資本から控除される。

3．　重要な会計上の判断および見積り

当社の財務書類を作成するに当たり、経営陣には、収益、費用、資産および負債の報告金額、なら

びに各期末の偶発債務の開示に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことを求められる。こ

れらの仮定や見積りの不確実性により、将来の期間において、影響を受けた資産または負債の帳簿

価額について大幅な調整が必要となる可能性がある。

3.1　会計方針の適用に当たって行われた判断

    機能通貨の決定
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当社の機能通貨を決定するに当たり、当社は、当社が事業を行う主要な経済環境の通貨を決定する

ために判断を行使する。考慮する要因には、財およびサービスの販売価格に主要な影響を与える通

貨ならびに当社の財およびサービスの販売価格を主に決定づける競争力もしくは規制を有する国の

通貨が含まれる。

3.2　見積りの不確実性の主な発生要因

将来に関する主要な仮定ならびに見積りの不確実性のその他主要な発生要因は、期末現在、以下の

とおりである。当社は、財務書類の作成時点で入手可能なパラメータに基づき仮定および見積りを

行っている。ただし、現在の状況や将来の展開に関する仮定は、市場の変化や当社の管理が及ばな

い事象によって変化する可能性がある。こうした変化は、その発生時点で仮定に反映される。

固定資産の耐用年数

期末現在における固定資産の各項目の耐用年数は、資産の取得時に見積もられ、類似の資産に関す

る過去の経験に基づいて、予想される技術的変化やその他の変化を考慮している。これらの変化が

予想よりも早く発生した場合や、資産が予期せぬレベルの損耗を受けた場合には、それに応じて耐

用年数が調整される。

期末現在の固定資産の帳簿価額は、注記8に開示されている。

売掛金およびその他債権に対する予想信用損失引当金

当社は、売掛金に対するECLsを算定するために、引当金マトリックスを使用する。引当率は、類似

の損失パターンが見られる顧客セグメントのグループごとの延滞日数に基づいている。

引当金マトリックスの初期設定は、過去に観察された当社の債務不履行率に基づいている。当社

は、将来予測的情報を加味して、過去の信用損失の経験値を調整してマトリックスを最適化する。

各期末には、過去の債務不履行率が更新され、将来予測に基づく見積りの変更が分析される。

過去に観察された債務不履行率、経済状況の予測、ECLsとの相関関係の評価は、重要な見積り項目

である。ECLsの額は、状況の変化や経済予測の変化に非常に敏感である。グループの過去の信用損

失の経験値や経済予測も、将来における顧客の実際の債務不履行を示唆するものではない。当社の

売掛金に関するECLsの情報は、注記19(a)に開示されている。

期末現在の売掛金およびその他債権、ならびに関係会社に対する債権の帳簿価額は、注記10および

12に開示されている。

法人所得税

法人税の引当金を見積る際には、減価償却費の控除額や特定の費用の損金算入について慎重な判断

が必要となる。また、通常の業務の過程で税務上の最終的な判断が不確かな税務ポジションも存在

する。当社は、追加の税金が発生する可能性を見積り、これらの予想される税務ポジションに関し

て負債を認識する。最終的に決定された課税額が当初認識した金額と異なる場合、その差額は、そ

の決定がなされた年度の法人税および繰延税金の引当金に影響を与えることになる。

4.　売上高
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2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

一定期間にわたって認識される収益

運用報酬 972,054 1,157,278

成功報酬 337,720 434,459

1,309,774 1,591,737

契約の残高

下表は、顧客との契約からの契約資産と契約負債についての情報を示したものである。

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

契約資産 467,614 417,085

　契約負債 245,516 329,637

契約資産は、主に、期末現在、運用報酬および成功報酬に関して完了済であるが未請求である業務

の対価を受領する当社の権利に関連する。契約資産は、当該権利が無条件となった場合に売掛金に

移行される。これは、通常、当社が顧客に請求した時点で発生する。

契約負債は、対価に対する当社の権利を超えて発行された前払請求書に関するものである。

契約負債は、当社が顧客との契約に基づく履行義務を充足する時点で収益として認識される。当年

度中の契約資産および契約債務の重要な変動は以下のとおりである。

契約資産 契約負債

2025年 2024年 2025年 2024年

シンガポール

・ドル

シンガポール

・ドル

シンガポール

・ドル

シンガポール

・ドル

期首現在、契約負債残高に

含まれていた認識収益 － － (84,123) (84,123)

売掛金に再分類した契約資産 (417,085) (178,626) － －

測定の進捗過程での変動 467,614 417,085 － －

5.　その他収益

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

その他サービス収入 2,360 －
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受取利息 1,906 6,382

サブリースの利息 633 5,220

リース終了による利益 23,847 －

28,746 11,602

6． 税引前利益／(損失)

税引前利益／(損失)は、以下の費用を計上した後の金額となる。

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

固定資産の減価償却費 81,978 61,484

使用権資産の減価償却費 62,454 130,641

為替差損失 10,649 4,599

専門家報酬 39,419 24,679

三田証券への報酬 101,263 153,858

システム費用 50,999 34,614

従業員給付費用

－給与および賞与 809,403 1,177,207

－CPFへの拠出金 26,044 11,565

財務費用

－リース負債の利息 694 7,952

－原状回復費用の利息の引当金 766 1,819

7． 法人税費用

2025年3月31日および2024年3月31日に終了した各会計年度について、損益に認識した法人税費用の

主な構成項目は以下のとおりである。

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

法人税

－過年度における引当超過額 － 5,157

税金費用と会計上の利益／(損失)の関係

2025年3月31日および2024年3月31日に終了した各会計年度について、税金費用と、会計上の利益／

(損失)に適用法人税率を乗じた金額との調整は以下のとおりである。
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2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

税引前利益／(損失) 27,705 (190,849)

税率17％（2024年：17％）で計算した税金 4,710 (32,444)

税効果：

－税法上損金算入できない費用 7,304 47,432

－課税対象外所得 (4,502) (887)

－認識されていない繰延税金資産 (7,512) (14,101)

－過年度における引当超過額 － 5,157

－ 5,157

繰延税金資産は、将来の課税所得によって関連する税効果を回収できる可能性が高い場合に限り、

繰越欠損金に対して認識される。当社は、約550,650シンガポール・ドル（2024年：592,300シンガ

ポール・ドル）の未認識の繰越欠損金を有しており、期末現在、一定の法的要件を満たすことを条

件に、将来の課税所得と相殺することが可能である。当該欠損金は失効しない。

8.　固定資産

リース物件の改良

シンガポール・ドル

取得原価

2023年４月１日現在 －

追加 252,768

2024年３月31日および

2025年３月31日現在 252,768

減価償却累計額

2023年４月１日現在 －

追加 61,484

2024年３月31日現在 61,484

減価償却 81,978

2025年３月31日現在 143,462

正味簿価

2024年３月31日現在 191,284

2025年３月31日現在 109,306
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9.　使用権資産

当社は、その業務のためのオフィス物件のリース契約を有している。オフィス物件のリース期間

は、一般的に３年である。

2022年中、当社はリース資産を関係会社に対してサブリースしていた。リースとサブリースは2025

年に期間満了となる。

当社が借手となっているリースについての情報は以下のとおりである。

オフィス物件

シンガポール・ドル

取得原価

2023年４月１日現在 194,015

追加 96,259

2024年３月31日現在 290,274

認識中止 (290,274)

2025年３月31日現在 －

2023年４月１日現在 97,179

追加 130,641

2024年３月31日現在 227,820

減価償却 62,454

認識中止 (290,274)

2025年３月31日現在 －

正味簿価

2024年３月31日現在 62,454

2025年３月31日現在 －

10.　売掛金およびその他債権

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

売掛金－第三者 － 16,758

その他債権 － 8,424

未収利息 817 1,201

預金 1,620 67,698

前払金 5,715 7,835
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8,152 101,916

    売掛金には利息がつかず、通常30日（2024年：30日）以内の支払条件となっている。

11.　金融リース債権

当社は、使用権資産（注記９）の一部として計上している建物を関係会社に対してサブリースして

いる。

2025年度中、当社は、リース債権に関して、633シンガポール・ドル（2024年：5,220シンガポー

ル・ドル）の利息収益を認識している。

下表は、リース債権の満期の分析を示したものであり、期末以降受領する予定の割引なしのリース

料を示している。

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

１年未満（割引なしの金融リース債権） － 52,578

未稼得金融収益 － (633)

金融リース債権 － 51,945

流動 － 51,945

－ 51,945

12.　関係会社に対する債権

関係会社に対する債権は、商取引によるものではなく、無担保、無利息および要求払である。

13.　現金および短期預金

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

銀行預金 288,215 263,594

定期預金 105,528 103,238

393,743 366,832

キャッシュ・フロー計算書の表示目的上、現金・現金同等物は、期末現在、以下で構成されてい

る。

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル
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現金および短期預金 393,743 366,832

控除：当初満期が３ヶ月を超える定期預金 (105,528) (103,238)

288,215 263,594

14.　その他債務

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

その他債務 6,665 16,862

未払営業費用 112,564 153,961

119,229 170,823

15.　リース負債

リース負債の簿価および会計年度中の変動は、以下のとおりである。

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

期首残高 62,719 191,518

追加 － 127,044

経過利息 694 7,952

財務活動によるキャッシュ・フロー支払額 (63,413) (263,795)

期末残高 － 62,719

流動 － 62,719

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

損益に認識した金額

リース負債に係る支払利息 694 7,952

短期リースに関する費用 21,008 4,874

「その他収益」に表示されている使用権資産のサブ

リースからの収益 (633) (5,220)

16.　株式資本
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2025年 2024年

普通株式数

シンガポール

・ドル 普通株式数

シンガポール

・ドル

発行済および全額払込済

普通株式

期首および期末 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

普通株式の保有者は、随時宣言される配当を受領する権利を有する。すべての普通株式は、制限な

く１株につき１議決権を有する。普通株式は無額面である。

17.　重要な関係当事者間取引

本財務書類中に開示されている関係当事者に関する情報以外に、当期中、当社が関係当事者との間

で相互に合意した条件に基づき行った重要な取引は以下のとおりである。

 2025年 2024年

 シンガポール・ドル シンガポール・ドル

 

 直接かつ最終の持株会社との取引

 三田証券に対する報酬 (101,263) (153,858)

 

 関係会社との取引

 サブリース料の受領 31,366 125,179

 受領済／未受領の利息収益 633 5,220

 専門家報酬 (12,400) (18,915)

 短期リース料 (21,008) －

 

重要な経営役員の報酬

給与および賞与 308,334 516,689

CPFへの拠出金 － 8,398

308,334 525,087

18.　資産および負債の公正価値

(a)公正価値で測定される資産および負債

期末現在、当社は、公正価値で測定される資産および負債を有していない。

(b)公正価値で測定されない資産および負債

その他債権、未収利息、その他債務、未払営業費用、現金および短期預金
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これらは短期的性質を有しいるため、各残高の帳簿価額は概ね公正価値に一致している。

売掛金、契約資産および契約負債

これらは通常の商取引上の信用条件が適用されているため、各残高の帳簿価額は概ね公正価値に

一致している。

金融リース債権、リース負債および現状復帰費用の引当金

これらには、金融機関との間の類似の契約に適用される市場金利に近い利率が適用されているた

め、各残高の帳簿価額は概ね公正価値に一致している。

19． 金融リスク管理の目的および方針

当社の事業活動は、さまざまな金融リスクにさらされている。主な金融リスクには、信用リスク、

流動性リスク、および市場リスク（為替リスクおよび金利リスクを含む。）が含まれる。

取締役会は、マネジメント・チームによって実行される金融リスクの管理についての方針および手

続きをレビューし合意している。当期および前期を通じて、当社は、投機目的でデリバティブ取引

を行わない旨をその方針としている。

以下の項においては、上記の金融リスクに対する当社のエクスポージャーおよび当該リスクの管理

に関する目的、方針およびプロセスを詳細に説明している。

金融リスクに対する当社のエクスポージャーおよび当社が金融リスクを管理・測定する方法に変更

は生じていない。

(a)　信用リスク

信用リスクとは、カウンターパーティーが契約上の義務を履行しない場合に当社に損失が発生する

リスクである。当社が信用リスクにさらされる主な項目は、売掛金およびその他債権ならびに関連

会社に対する債権である。その他の金融資産（現金および現金同等物を含む）については、当社

は、信用格付けの高いカウンターパーティーに限定して取引を行うことで、信用リスクを最小化し

ている。

当社は、信用力のあるカウンターパーティーとのみ取引を行う方針を採用している。当社は、カウ

ンターパーティーの財務状況について継続的に信用評価を実施しており、通常、担保の取得は要求

していない。

当社は、資産の当初認識時において債務不履行の可能性を考慮し、各期を通じて信用リスクの著し

い増加がないか継続的に評価する。

当社は、社内外の情報により金融資産の受領の可能性が低いことが示唆される場合に、金融資産の

債務不履行事象の可能性が高いと判断する。これには、契約上の支払額の延滞日数が360日を超え

る場合、利息の延滞日数が120日を超える場合、またはカウンターパーティーが重大な財政難に

陥っている場合などが含まれる。
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信用リスクを最小化するため、当社は信用リスクの格付けを開発および維持しており、債務不履行

リスクの程度に応じて債権を分類している。主要な顧客やその他債務者を評価するための信用格付

けに関する情報は、公開されている財務情報および当社の取引記録から取得する。当社は、以下の

指標を含む、入手可能な合理的かつ裏付けのある将来予測情報を考慮する。

（ⅰ） 社内の信用格付け

（ⅱ） 外部の信用格付け

（ⅲ） 債務者の債務履行能力に著しい変化を生じさせ得る、事業・財務・経済状況の著しい悪

化が実際に起きている場合または悪化が予想される場合

（ⅳ） 債務者の業績が実際に著しく変化した場合または当該変化が予想される場合

（ⅴ） 同一債務者の他の金融商品における信用リスクの著しい増加

（ⅵ） 債務者の業績予想や行動の重大な変化（当該グループ内の債務者の支払状況の変化およ

び債務者の営業成績の変化を含む）

上記の分析にかかわらず、債務者の契約上の支払の延滞日数が120日を超えている場合には、信用

リスクが著しく増加しているとみなされる。

当社は、以下に該当する場合、金融資産の信用減損が生じていると判断する。

（ⅰ）債務者が著しい財政難に陥っている場合

（ⅱ）債務不履行や支払の延滞などの契約違反

（ⅲ）債務者が破産またはその他財務再編に入る可能性が高まっている場合

（ⅳ）財政難により、当該金融資産に対する活発な市場が消滅している場合

当社は、債務者の契約上の支払の延滞日数が360日を超える場合、当該債権を貸倒れの可能性があ

る債権に分類する。金融資産は、債務者が深刻な財政難に陥っており、現実的に回収の見込みがな

いことを示唆する証拠がある場合には貸倒処理（償却）される。

現在、当社の信用リスク格付けの枠組みは、以下の分類で構成されている。

分類 分類基準
予想信用損失

（ECL）の認識基準

Ⅰ カウンターパーティーの債務不履行リスクは低く、延滞金額もな

い。

12ヵ月ECL

Ⅱ 支払の延滞日数が120日を超えている、または資産の当初認識以

降、信用リスクが著しく増加している。

存続期間ECL－

信用減損なし

Ⅲ 支払の延滞日数が360日を超えている、または資産の信用減損が発

生している（債務不履行に陥っている）ことを示唆する証拠があ

る。

存続期間ECL－

信用減損あり

Ⅳ 債務者が深刻な財政難に陥っており、現実的に回収の見込みがな

いことを示唆する証拠がある。

貸倒処理（償却）

下表は、当社の金融資産の信用力と、信用リスクの格付け分類ごとの最大信用リスク相当額を示し

たものである。
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注記 分類

12ヵ月ECL

または

存続期間ECL

グロスの

帳簿価額

損失

引当金
正味帳簿価額

（シンガポール・ドル）

2025年３月31日

未収利息 10 I 12ヵ月ECL 817 － 817

預金 10 I 12ヵ月ECL 1,620 － 1,620

契約資産
4 I

存続期間ECL

（簡便法）
467,614

－
467,614

関係会社に対する債権 12 I 12ヵ月ECL 3,333 － 3,333

2024年３月31日

売掛金 10 注記１
存続期間ECL

（簡便法）
16,758

－
16,758

その他債権 10 I 12ヵ月ECL 8,424 － 8,424

未収利息 10 I 12ヵ月ECL 1,201 － 1,201

預金 10 I 12ヵ月ECL 72,719 － 72,719

契約資産
4 I

存続期間ECL

（簡便法）
417,085

－
417,085

金融リース債権 11 I 12ヵ月ECL 51,945 － 51,945

売掛金（注記１）

売掛金について、当社は、FRS第109号に基づく簡便法を適用して、存続期間ECLで損失引当金を測

定している。当社は、債務者の過去の延滞状況に基づく過去の信用損失実績を基に見積もり、必要

に応じて現在の状況と将来の経済状況の見通しを反映させて調整した引当金マトリックスを用い

て、ECLを算定する。よって、売掛金の信用リスクプロファイルは、引当金マトリックスに関して

は、個々の延滞状況に基づき表示される。

売掛金

延滞日数

延滞なし 31日－60日 61日－90日 90日超 合計

（シンガポール・ドル）

2025年3月31日

ECL率 － － － － －

デフォルト時のグロスの帳簿価

額の見積合計額

－ － － － －

ECL － － － － －

－

2024年3月31日

ECL率 － － － － －

グロスの帳簿価額の総額 － 16,758 － － 16,758

ECL － － － － －

－
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リスクの過度な集中

リスクの集中は、複数のカウンターパーティーが類似の事業活動に従事している場合、または同一

の地域で活動している場合、または類似した経済的特徴を有しているために経済、政治その他の状

況の変化が契約上の債務履行能力に同じような影響を及ぼす場合に生じる。リスクの集中は、特定

の業界に影響を及ぼす事象に対する当社の業績の相対的な感応度を示すものである。

信用リスクに対するエクスポージャー

当社には、信用リスクの著しい集中はない。当社は、信用リスクに対するエクスポージャーの最小

化および軽減を図るための方針と手続きを整備している。

その他債権、未収利息、預金および関連会社に対する債権

当社は、カウンターパーティーの直近の業績および財務状況を、カウンターパーティーが事業を行

う業界の将来見通しを加味して評価し、金融資産の当初認識以降、信用リスクの著しい増加は認め

られないと判断した。したがって、当社は、12か月ECLを用いて減損損失引当金を測定し、その額

は重要ではないと判断している。

(b)　流動性リスク

流動性リスクとは、当社が、資金不足に陥った場合に短期的な支払義務の履行が困難となるリスク

をいう。当社の流動性リスクに対するエクスポージャーは、主に、金融資産と金融負債の満期のミ

スマッチから生じる。当社は、支払と受領のサイクルを一致させることでこれを管理する。当社の

目的は、スタンバイ型の信用枠を利用することにより、資金調達の継続性と柔軟性のバランスを維

持することである。当社の事業活動は、主にエクイティファイナンスよって資金調達されており、

取締役は、当社の事業活動に必要な資金が確保されていると判断している。

残存契約満期による金融商品の分析

下表は、契約上の返済義務（割引前）に基づく、期末現在の当社の金融資産と金融負債の満期プロ

ファイルの要約である。

帳簿価額

契約上の

キャッシュ・

フロー

１年以内に期

限到来

１年超５年以内

に期限到来

（シンガポール・ドル）

2025年3月31日

金融資産

売掛金およびその他債権 2,437 2,437 2,437 －

契約資産 467,614 467,614 467,614 －

関係会社に対する債権 3,333 3,333 3,333 －

現金および短期預金 393,743 393,743 393,743 －
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金融資産合計（割引前） 867,127 867,127 867,127 －

金融負債

その他債務 119,229 119,229 119,229 －

契約債務 245,516 245,516 84,123 161,393

金融負債合計（割引前） 364,745 364,745 203,352 161,393

正味金融資産／(負債)合計（割引前） 502,382 502,382 663,775 (161,393)

2024年3月31日

金融資産

預金 5,021 5,021 － 5,021

金融リース債権 51,945 52,578 52,578 －

売掛金およびその他債権 94,081 94,081 94,081 －

契約資産 417,085 417,085 417,085 －

現金および短期預金 366,832 366,832 366,832 －

金融資産合計（割引前） 934,964 935,597 930,576 5,021

金融負債

その他債務 170,823 170,823 170,823 －

原状復帰費用引当金 43,660 44,429 － 44,429

リース負債 62,719 63,412 63,412 －

契約債務 329,637 329,637 84,123 245,514

金融負債合計（割引前） 606,839 608,301 318,358 289,943

正味金融資産／(負債)合計（割引前） 328,125 327,296 612,218 (284,922)

（c）市場リスク

市場リスクとは、金利や為替レートなどの市場価格の変動が、当社の収益に影響を及ぼすリスクを

いう。市場リスク管理の目的は、許容可能な範囲内で市場リスクに対するエクスポージャーを管理

およびコントロールしつつ、リスクに対するリターンを最適化することである。

（ⅰ）金利リスク

金利リスクとは、市場金利の変動により、当社の金融商品の公正価値または将来のキャッ

シュ・フローが変動するリスクである。当社の金利リスクに対するエクスポージャーは、主

に、現金および短期預金、金融リース債権およびリース負債から発生する。

当社は、期末現在、合理的に起こり得る金利の変動が利付金融商品に与える影響が当社の損益

に与える影響は重要ではないと予想している。

（ⅱ）為替リスク
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当社の為替リスクは、主に外貨建て取引によるキャッシュ・フローから発生する。現時点で

は、当社は為替リスクに対する正式なヘッジ方針を定めていない。当社は、短期的な不均衡に

対応するために、必要に応じてスポットレートで外貨を売買することで、正味エクスポー

ジャーを許容可能な水準に抑えることを確保する。

当社は、当社の機能通貨以外の通貨（主に米ドルと日本円）建ての売上高から生じる取引通貨

エクスポージャーを有している。

期末現在のシンガポール・ドルに対する当社の通貨エクスポージャーは以下のとおりである。

2025年 2024年

米ドル 日本円 米ドル 日本円

（シンガポール・ドル） （シンガポール・ドル）

金融資産

売掛金およびその他債権 － － 16,758 －

契約資産 201,953 225,660 313,827 103,258

現金および短期預金 43,164 129,455 14,469 2,156

245,117 355,115 345,054 105,414

金融負債

その他債務 16,964 12,795 34,473 6,881

正味通貨エクスポージャー 228,153 342,320 310,581 98,533

期末現在、シンガポール・ドルが外貨建残高に対して５％上昇したと仮定した場合、損益は下

表の金額分減少する。この分析は、その他すべての変数を一定としている。

税引後利益／(損失)

2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

米ドル (11,408) (15,529)

日本円 (17,116) (4,927)

期末現在、シンガポール・ドルが上記の通貨に対して５％下落したと仮定した場合、その他す

べての変数を一定として、損益に対して逆方向に同等の影響を与える。

20.　金融商品の分類

期末現在、償却原価測定の金融資産および償却原価測定の金融負債の帳簿価額の総額は、以下のと

おりである。
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2025年 2024年

シンガポール・ドル シンガポール・ドル

償却原価で測定される金融資産

預金 － 5,021

金融リース債権 － 51,945

売掛金およびその他債権 2,437 94,081

契約資産 467,614 417,085

関係会社に対する債権 3,333 -

現金および短期預金 393,743 366,832

867,127 934,964

償却原価で測定される金融負債

その他債務 119,229 170,823

現状回復費用引当金 － 43,660

リース負債 － 62,719

契約負債 245,516 329,637

364,745 606,839

21.　資本管理

当社の資本管理の主な目的は、事業のサポートと、株主価値の最大化を図るために、強固な信用格

付けと純流動資産を維持することである。当社の資本は、発行済株式資本で構成されている。

当社は、経済状況の変化に応じて資本構成の管理および調整を行っている。当社は、資本構成を維

持または調整するために、株主への配当金の調整、株主への資本の返還または新株の発行を行う場

合がある。当社には、外部から課される自己資本比率要件はない。

2025年３月31日および2024年３月31日に終了した各会計年度において、上記の目的、方針または手

続きは変更されていない。

当社には、外部から課される自己資本比率要件はない。当社の全般的な戦略は、前会計期間末から

変更されていない。

当社の資本管理の目的は、株主にリターンを提供し、またその他ステークホルダーに利益を提供で

きるように継続企業として存続する当社の能力を保護すること、および資本コストを削減するため

に最適な資本構成を維持することである。

22.　過年度の区分変更（再分類）

当年度の財務書類との比較可能性を向上させるために、前年度の財務書類の一部について再分類が

行われている。
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その結果、財政状態計算書、包括利益計算書、キャッシュ・フロー計算書および財務書類に対する

注記において、一定の勘定項目が修正されている。比較対応数値は、当年度の表示に合わせて調整

されている。

再分類後 再分類 前年度の報告額

シンガポール

・ドル

シンガポール

・ドル

シンガポール

・ドル

損益およびその他包括利益計算書

その他収益 11,602 11,602 －

財務収益（純額） － (1,831) 1,831

財務費用 (9,771) (9,771) －

財政状態計算書

非流動資産

－預金 5,021 (67,698) 72,719

流動資産

－売掛金およびその他債権 101,916 67,698 34,218

23.　財務書類の公表の授権

2025年３月31日に終了した会計年度の財務書類は、2025年８月26日の取締役会決議に基づき、その

公表が承認された。
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６【その他】
令和７年９月30日提出済みの有価証券報告書（みなし有価証券届出書）の記載事項の一部について、内容

の更新および訂正を行います。以下、下線部分は訂正箇所を示します。

（注）以下、訂正後において、シンガポール・ドル建金額および米ドル建金額は、便宜上、１シンガポール・ドル＝118.57円および

１米ドル＝154.10円の換算率（2025年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により円

換算されています。

有価証券報告書

第一部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

１　ファンドの性格

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（前　略）

②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名　　称
ファンドの

運営上の役割
契約等の概要

（中　略）

アセント・ファンド・

サービシズ（シンガポール）

プライベート・リミテッド

(ASCENT Fund Services

(Singapore) Pte. Ltd.)

管理事務代行会社 受託会社および管理会社との間で2021年７

月27日付管理事務代行契約
（注２）

を締結。

受託会社との間で2021年７月27日付税務報

告サービス契約
（注３）

を締結。

（中　略）

（中　略）

　　③　管理会社の概要

（中　略）

(ⅲ)　資本金の額

管理会社の資本金の額は、2025年７月末現在、1,000,000シンガポール・ドル（約115百万円）

であり、無額面の全額払込済普通株式1,000,000株で構成されます。

（注）シンガポール・ドルの円貨換算は、便宜上、2025年７月31日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場

の仲値（１シンガポール・ドル＝115.32円）によります。

（中　略）

(ⅴ)　大株主の状況

（2025年７月末現在）

名　　称 住　　所 所有株式数
発行済株式数

に対する比率

三田証券株式会社
〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町3-11
1,000,000 100％

＜訂正後＞
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（前　略）

②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

名　　称
ファンドの

運営上の役割
契約等の概要

（中　略）

アセント・ファンド・

サービシズ（シンガポール）

プライベート・リミテッド

(Ascent Fund Services

(Singapore) Pte. Ltd.)

管理事務代行会社 受託会社および管理会社との間で2021年７

月27日付管理事務代行契約
（注２）

を締結。

受託会社との間で2021年７月27日付税務報

告サービス契約
（注３）

を締結。

（中　略）

（中　略）

　③　管理会社の概要

（中　略）

(ⅲ)　資本金の額

管理会社の資本金の額は、2025年10月末現在、1,000,000シンガポール・ドル（約119百万円）

であり、無額面の全額払込済普通株式1,000,000株で構成されます。

（注）シンガポール・ドルの円貨換算は、便宜上、2025年10月31日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場

の仲値（１シンガポール・ドル＝118.57円）によります。

（中　略）

(ⅴ)　大株主の状況

（2025年10月末現在）

名　　称 住　　所 所有株式数
発行済株式数

に対する比率

三田証券株式会社
〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町3-11
1,000,000 100％

２　投資方針

（２）投資対象

＜訂正前＞

（前　略）

＜追加的記載事項＞

投資対象ファンドについて

2025年７月末現在、ファンドが純資産総額の10％以上を投資する投資対象ファンドはありませ

ん。

＜訂正後＞

（前　略）

＜追加的記載事項＞

投資対象ファンドについて

EDINET提出書類

三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)

半期報告書（外国投資信託受益証券）

68/75



2025年10月末現在、ファンドが純資産総額の10％以上を投資する投資対象ファンドはありませ

ん。

４　手数料等及び税金

（３）管理報酬等

②　投資運用会社に支払われる報酬

　（ⅰ）運用報酬

＜訂正前＞

投資運用会社は、米ドル建クラスの受益証券の純資産価額の年率1.1％（2023年４月１日より）

に相当する運用報酬をファンドの資産から受領します。

運用報酬は、毎月、各月の最終評価日に計算されます（当該月の運用報酬、販売報酬、代行協

会員報酬および成功報酬の控除前）。

（後　略）

＜訂正後＞

投資運用会社は、米ドル建クラスの受益証券の純資産価額の年率1.1％（2023年４月１日より）

に相当する運用報酬をファンドの資産から受領します。

運用報酬は、毎月、各月の最終評価日に計算されます（当該月の運用報酬および成功報酬の控

除前）。

（後　略）

第３　ファンドの経理状況

２　ファンドの現況

　　純資産額計算書

原報告書の該当情報が以下のとおり更新されます。

(2025年10月末現在)

米ドル 千円

Ｉ　資産総額 32,556,327 5,016,930

Ⅱ　負債総額 379,621 58,500

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,176,706 4,958,430

Ⅳ　発行済受益証券口数 27,655,122口

Ⅴ　受益証券１口当たり純資産価格（Ⅲ／Ⅳ） 1.1634 179円

第４　外国投資信託受益証券事務の概要

＜訂正前＞

（１）受益証券の名義書換

ファンド記名式証券の名義書換機関は、以下のとおりです。

取扱機関　アセント・ファンド・サービシズ（シンガポール）プライベート・リミテッド

取扱場所　シンガポール038987、テマセク・ブルバード７、

サンテック・タワー１ #07-07A
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（後　略）

＜訂正後＞

（１）受益証券の名義書換

ファンド記名式証券の名義書換機関は、以下のとおりです。

取扱機関　アセント・ファンド・サービシズ（シンガポール）プライベート・リミテッド

取扱場所　シンガポール038988、テマセク・ブルバード８、

サンテック・タワー・スリー #34-03

（後　略）

第二部　特別情報

第２　その他の関係法人の概況

１　名称、資本金の額及び事業の内容

＜訂正前＞

（前　略）

（３）アセント・ファンド・サービシズ（シンガポール）プライベート・リミテッド

（ASCENT Fund Services (Singapore）Pte. Ltd.）

（「管理事務代行会社」）

（後　略）

＜訂正後＞

（前　略）

（３）アセント・ファンド・サービシズ（シンガポール）プライベート・リミテッド

（Ascent Fund Services (Singapore）Pte. Ltd.）

（「管理事務代行会社」）

（後　略）
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独立監査人の監査報告書

三田キャピタル・プライベート・リミテッド（シンガポールで設立）の構成員各位

財務書類の監査に関する報告書

意見

私どもは、2025年３月31日現在の財政状態計算書、同日に終了した会計年度に関する損益およびその他

包括利益計算書、株主資本等変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要性のある会計方

針に関する情報を含む財務書類に対する注記から構成される三田キャピタル・プライベート・リミテッド

（以下「当社」という。）の添付の財務書類を監査した。

私どもは、添付の財務書類が、シンガポールの1967年会社法（以下「会社法」という。）およびシンガ

ポール財務報告基準（以下「FRSs」という。）の規定に準拠して適切に作成されており、2025年３月31日

現在の当社の財政状態ならびに同日に終了した会計年度に関する当社の財務実績、株主資本の変動および

キャッシュ・フローを真実かつ公正に表示していると認める。

意見の根拠

私どもは、シンガポール監査基準（以下「SSAs」という。）に準拠して監査を行った。当該基準に基づ

く私どもの責任は、私どもの報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」の項に詳述されている。

私どもは、会計企業規制庁（以下「ACRA」という。）の公認会計士および会計事務所のための専門家行動

基準および倫理規定（以下「ACRA規定」という。）ならびにシンガポールにおける財務書類の監査に関連

する倫理要件に準拠して、当社に対して独立性を有するものであり、私どもは、当該要件およびACRA規定

に準拠して私どものその他の倫理的責任を果たしている。私どもは、私どもが入手した監査の証拠は私ど

もの意見の基礎を提供するために十分かつ適切なものであると判断している。

その他の事項

　2024年３月31日に終了した会計年度に関する当社の財務書類は別の監査人の監査を受けており、当該監

査人は、2024年８月29日に当該財務書類に対して無限定適正意見を表明している。

その他の情報

その他の情報については経営陣が責任を負う。その他の情報は、取締役会の報告書で構成されている。

本財務書類についての私どもの意見は、その他の情報を対象としておらず、私どもはそれについていか

なる形式の保証または結論も表明するものではない。

私どもの本財務書類の監査に関連して、私どもの責任は、その他の情報を読み、そうすることにより、

その他の情報と本財務書類もしくは監査の間に入手した私どもの知識との間に重大な矛盾があるか、また

は他の点で重大な虚偽記載があると思われるか否かにつき、検討を行うことである。私どもが遂行した作

業に基づき、このその他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、私どもはその事実を報告

する義務がある。私どもには、この点につき報告すべき事項はない。

財務書類に関する経営陣および取締役会の責任

経営陣は、会社法およびFRSsの規定に従って真実かつ公正な表示を行う財務書類の作成、ならびに、未

承認の使用または処分による損失から資産が保全され取引が適切に承認され、および真実かつ公正な財務

書類の作成を可能としまた資産の説明責任を維持するために、取引が適宜記録されることの合理的な確証

を提供するために充分な内部会計統制のシステムを策定し維持することに責任を負っている。

本財務書類の作成に際し、経営陣は、当社の継続企業として存続する能力を査定し、適切な場合、継続

企業に関連した事項を開示し、継続企業を前提とした会計処理を使用することにつき責任を有する。ただ
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し、経営陣が当社を清算するか、業務を終了する意図を有する場合、またはそうする以外に現実的な代替

方法がない場合にはこの限りではない。

取締役会の責任には、当社の財務報告手続きの監視が含まれる。

財務書類の監査に関する監査人の責任

私どもの目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬によるかにかかわらず、重大な虚偽記載が

ないかどうかに関する合理的な確証を入手し、私どもの意見を含む監査報告書を発行することにある。合

理的な確証は高い水準の確証であるが、SSAsに準拠して行った監査が、重大な虚偽記載が存在する場合、

常にそれを発見することを保証するものではない。 虚偽記載は、不正または誤謬から発生する可能性が

あり、個別にまたは合算された場合に、当該財務書類を根拠に行われた利用者の経済的決定に影響を与え

うると合理的に見込まれる場合には、重大である判断される。

SSAsに準拠した監査の一環として、私どもは、監査を通じて専門家としての判断を行使し、専門家とし

ての懐疑主義を維持する。私どもはまた、

・　不正によるか誤謬によるかを問わず、本財務書類の重大な虚偽記載のリスクを識別して評価し、当該

リスクに対応した監査手続きを策定して履行し、および私どもの意見の根拠を提供するに十分かつ適

切な監査上の証拠を入手する。不正は、共謀、偽造、国際的不作為、虚偽表示または内部統制の無効

化を伴うことがあるため、不正により生じる重大な虚偽記載を特定できないリスクは、誤謬により生

じるものより高い。

・　状況に照らして適切な監査手続きを策定するために、監査に関連する内部統制の知見を入手する。た

だしこれは当社の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的としたものではない。

・　経営陣が使用した会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合

理性を評価する。

・　経営陣が継続企業の会計基準を使用することの適切性、および入手した監査上の証拠に基づき、当社

の継続企業として存続する能力に重大な疑義を投げかける事象または状況に関連して重大な不確実性

が存在するか否か、につき結論を出す。重大な不確実性が存在するとの結論を私どもが出した場合、

私どもは自身の監査報告書において、財務書類における関連の開示に対する注意を喚起すること、ま

たは当該開示が不適切な場合、私どもの意見を修正することを要求されている。私どもの結論は、自

身の監査報告書の日付までに入手した監査上の証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象また

は状況により、当社が継続企業としての存続を終了することがある。

・　開示を含む本財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに本財務書類が基礎となる取引およ

び事由を一般に公正と認められるように表示しているか否かを評価する。

私どもは、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに私どもの監査の間に私どもが特定した

内部統制の重大な不備を含む重大な監査上の所見に関し、取締役に伝達する。

その他法令上の要件に関する報告

私どもの意見では、当社が保持すべきであると会社法により義務付けられた会計その他の記録は、会社

法の規定に従い適切に保管されている。

KBWアシュアランス・エルエルピー

公認会計士および勅許会計士

シンガポール
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2025年８月26日

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE MEMBERS OF
MITA CAPITAL PTE. LTD.
(Incorporated in the Republic of Singapore)

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Mita Capital Pte. Ltd. (the
“Company”), which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025, the
statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and
statement of cash flows of the Company for the financial year then ended, and notes to the
financial statements including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements are properly drawn up in accordance with
the provisions of the Companies Act 1967 (the “Act”) and Financial Reporting Standards in
Singapore (“FRSs”) so as to give a true and fair view of the financial position of the
Company as at 31 March 2025 and of the financial performance, changes in equity and cash flows
of the Company for the financial year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Singapore Standards on Auditing (“SSAs”). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities
for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the
Company in accordance with the Accounting and Corporate Regulatory Authority (“ACRA”) Code
of Professional Conduct and Ethics for Public Accountants and Accounting Entities (“ACRA
Code”) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements in Singapore, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with these requirements and the ACRA Code. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

The financial statements of the Company for the financial year ended 31 March 2024 were
audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on 29
August 2024.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the
Directors' Statement set out on pages 1 to 2.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read
the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of Management and Directors for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and
fair view in accordance with the provisions of the Act and FRSs, and for devising and
maintaining a system of internal accounting controls sufficient to provide a reasonable
assurance that assets are safeguarded against loss from unauthorised use or disposition; and
transactions are properly authorised and that they are recorded as necessary to permit the
preparation of true and fair financial statements and to maintain accountability of assets.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The directors' responsibilities include overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SSAs will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SSAs, we exercise professional judgement and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:

・　Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

・　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

・　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.

・　Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in
the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's
report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as
a going concern.

・　Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
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We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In our opinion, the accounting and other records required by the Act to be kept by the Company
have been properly kept in accordance with the provisions of the Act.

KBW ASSURANCE LLP
Public Accountants and
Chartered Accountants

Singapore,
26 August 2025

（＊）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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